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約３割が依然として紙の手形・小切手を使用 
－全国中小企業景気動向調査（2025年10～12月期特別調査）の集計結果より－ 

 

➢ 信金中央金庫 地域･中小企業研究所の「全国中小企業景気動向調査」（2025年10～12月

期特別調査、12月25日公表）では、信用金庫取引先の中小企業に対して、2027年３月末

に廃止が予定されている紙の手形・小切手の使用状況について尋ねた。 

➢ その結果、「紙の手形・小切手を使っている」と回答した企業は約３割となり、その要

因としては「取引先との慣行で使わざるを得ない」との回答が最も多くなった。 

➢ 業種別では、製造業、卸売業、建設業の３業種で「紙の手形・小切手を使っている」と

の回答割合が相対的に高かった。 

➢ 従業員規模別では、従業員数10名以上の企業において、「紙の手形・小切手を使ってい

る」との回答割合が相対的に高かった。 

➢ 従業員規模別に紙の手形・小切手を使用する理由を確認すると、従業員数が比較的小さ

い企業では社内体制上の障壁が、比較的大きい企業では取引先との関係が、相対的に強

い要因となっていることがうかがえた。 

 

１．約３割の企業が紙の手形・小切手を使用 

 政府や全国銀行協会は、2027年３月末までに、紙の手形・小切手の使用を事実上廃止す

る方針を示している。 

それを受け、信金中央金庫 地域･中小企業研究所が全国の信用金庫の協力を得てとりま

とめている「全国中小企業景気動向調査」（2025 年 10～12 月期特別調査、12 月 25 日公

表）では、紙の手形・小切手をはじめとした資金決済手段の使用状況（2025年 12月時点）

について尋ねた。 

その結果、調査時点で「紙の手形・小切手を使

っている」と回答した企業は合計で29.7％とな

り、約３割の企業が依然として紙の手形・小切

手を使用している結果となった（図表１）。 

紙の手形・小切手を使用している要因の内訳

をみると、「取引先との慣行で使わざるを得な

い（15.1％）」が過半数を占め、以下「経理事務

の変更が困難（4.1％）」、「コスト面で現状の

ままが最適（3.8％）」と続いた。 

また、「紙の手形・小切手をやめた」との回答

割合は26.3％となり、移行後の決済手段は、Ｉ

Ｂとでんさいの２つが大半を占めた。 

（図表１）紙の手形・小切手の使用状況（2025年12月時点） 

 
（備考）信金中央金庫 地域･中小企業研究所「全国中小企業景気動向調

査」（2025年10～12月期特別調査）をもとに作成 
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２．製造、卸売、建設の３業種で紙の使用割合が高い傾向 

当調査では、調査先企業を６業種（製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動

産業）に分類している。 

今回の調査結果を業種別にみると、紙の

手形・小切手の使用状況について、使用し

ているとの回答割合は、製造業、卸売業、

建設業の３業種で、３割超と相対的に高く

なった（図表２）。 

また、小売業、サービス業、不動産業で

はそもそも手形・小切手自体を使っていな

いとの回答割合が過半数を占めた。 

業種ごとに資金決済手段には差異がみら

れ、特に手形・小切手を使用する傾向が強

い業種において、紙の手形・小切手の使用

割合が高い傾向がみられた。 

 

３．従業員数の多い企業で紙の使用割合が高い傾向 

紙の手形・小切手の使用状況を従業員規模別に

確認すると、10名以上の階層において３割超と、

相対的に高い割合となった（図表３）。 

一方、従業員数１～９名の小規模な階層におけ

る使用割合は２割台にとどまり、そもそも手形・

小切手自体を使っていないとの回答が過半数を

占めた。 

従業員数 10 名以上の企業では手形・小切手そ

のものの使用率が相対的に高く、それに伴って紙

の手形・小切手の使用割合が高い結果となった。 

 

４．従業員規模ごとに紙の使用要因異なる 

 従業員規模別に紙の手形・小切手を使用してい

る要因の内訳を確認すると、従業員数 10～39 名

および従業員数 40 名以上の階層では、「取引先

との慣行で使わざるを得ない」との回答割合が過

半数を占めた（図表４）。一方、従業員数９名以

下の階層では、同項目の占める割合が４割台にと

どまる代わりに、社内体制要因1の占める割合が

半数近くとなった。 

 
1 「経理事務の変更が困難」、「コスト面で現状のままが最適」、「でんさい、ＩＢ等のｾｷｭﾘﾃｨ面に懸念」、「でんさい、ＩＢ等の操

作面に懸念」の回答割合の合計 

（図表２）業種別にみた紙の手形・小切手の使用状況 

 
（備考）信金中央金庫 地域･中小企業研究所「全国中小企業景気動向調査」

（2025年10～12月期特別調査）をもとに作成 

（図表３）従業員規模別の紙の手形・小切手の使用状況 

 
（備考）信金中央金庫 地域･中小企業研究所「全国中小企業景気動向

調査」（2025年10～12月期特別調査）をもとに作成 

（図表４）従業員規模別にみた紙の手形・小切手を使用

している要因内訳 

 
（備考）１．上記割合は、紙の手形・小切手を「使っている」という

回答を100％としたときの内訳を示す。 

    ２．信金中央金庫 地域･中小企業研究所「全国中小企業景気

動向調査」（2025年10～12月期特別調査）をもとに作成 
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当調査に寄せられた紙の手形・小切手を使用する企業による主なコメントを、従業員 10

名未満（図表５）と従業員数 100名以上（図表６）に分けて紹介する。 

 

（図表５）紙の手形・小切手を使用している企業のコメント（従業員数10名未満） 

コメント 業種 都道府県 

取引先からでんさい使用の要請があったが、経理担当が高

齢であるため、対応に苦慮している。 
鉄筋加工組立 新潟県 

ＰＣの操作等に苦手意識があるため、ＩＢやでんさいの使

用は考えていない。 

金属機械部品

加工 
千葉県 

少しずつでんさいへ移行しているが、紙の手形・小切手と

比べて事務作業が楽になったと感じている。 
生活雑貨卸売 岡山県 

（図表６）紙の手形・小切手を使用している企業のコメント（従業員数100名以上） 

コメント 業種 都道府県 

取引先との慣行や、セキュリティ面への不安から、でんさ

いやＩＢへの完全移行は難しい状況である。 
繊維品卸売 北海道 

当社はでんさいの使用を開始したものの、取引先が未対応

のため、紙を残さざるを得ない。 

半導体部品等

製造 
神奈川県 

当社自体は紙の手形・小切手をやめているが、受取手形に

おいては未だに残っている。 
菓子製造 兵庫県 

 

これらの調査結果やコメントを総括すると、従業員規模が小さい企業は社内体制上の障

壁が、従業員規模が比較的大きい企業は取引先との関係が、紙からの移行を阻む主な要因

となっていることがうかがえる。一方で、実際に移行してみると、作業負荷が軽減された

とする前向きな意見も聞かれた。 

 

５．代替手段への理解が肝要か 

 当調査の結果から、紙の手形・小切手の使用割合は、業種別では製造業・卸売業・建設

業にて、従業員規模別では従業員数の多い企業にて高い傾向がみられた。紙からの移行に

向けては、規模が大きい企業ほど、取引先との関係をはじめ自社での完結が難しい要因が

大きな障壁となっていることがうかがえた。 

 資金決済手段の変革は、支払先、受取先双方の理解と努力が必要である。対応が遅れ気

味な企業においては、でんさいやＩＢといった代替手段への理解を深め、2027年度以降の

完全移行を見極めながら適切に対応していくことが、今後ますます肝要になっていくので

はないだろうか。 

以 上 
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